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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年３月１５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２３年４月２１日 ０７時４０分ごろ 

発生場所 北海道登別市登別漁港南東方沖 

登別港東防波堤灯台から真方位１１８°３.７海里付近 

（概位 北緯４２°２５.１′ 東経１４１°１５.７′） 

事故調査の経過  平成２３年５月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七十七北鳳
ほくほう

丸、４.９トン 

 ＨＫ３－１１２８７６（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９０ｍ（Lr）×３.０６ｍ×１.０２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成２年６月２９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２年５月１１日               

  免許証交付日 平成２２年９月２９日 

（平成２７年５月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損（沈没） 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、登別漁港南東方沖を航行中、平成２３

年４月２１日０７時００分ごろ使用燃料油タンクが空になり主機関が停止

したので、船長が他の燃料タンクへ切り替えた。 

船長は、燃料油タンクの切替え作業において、燃料こし器からのエア抜

きを行った際、燃料油がエア抜き管から機関室左舷側に設置されていた主

機始動用等のバッテリーへ飛散したが、飛散した燃料油の拭き取りを行わ

なかった。 

燃料油は、主機の排気管系統及びセルモーターへは降り掛からなかっ

た。 

船長は、０７時３０分ごろ主機関を再始動し、かれい刺し網の漁場探索

を行っていたところ、０７時４０分ごろ操舵室に流入する煙を認め、機関

室内からの出火に気付いた。 

船長は、後部甲板の機関室出入口に向かったが、煙が機関室内に充満し

て中に入れない状況であり、その後、火勢が強くなり、自力で消火できな

くなったことから、携帯電話により僚船に救助を求めて避難していたとこ

ろ、付近で操業していた別の僚船が来援し、救助された。 
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本船は、０９時２３分ごろ火災発生場所付近で沈没した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２ 

海象：波高 約１ｍ 

 その他の事項 船長は、主機の再始動を操舵室で行ったが、その後、機関室の確認を行

っていなかった。 

機関室内には、主機始動用等のバッテリーのそばにウエス、潤滑油約２

０ℓ、揚網機械の作動油約２０ℓ及び工具が置いてあった。 

主機の燃料は、軽油であった。 

船長は、火災発生時、機関室内が白煙で充満しており、火元や炎を視認

することができなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

なし 

本船は、登別漁港南東方沖を航行中、機関室か

ら出火したものと考えられるが、本船が沈没した

ことから、出火の状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、本船が、登別漁港南東方沖を航行中、機関室から出火したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・燃料油が漏洩した際には、漏洩油を拭き取るとともに、主機の再始動

後、異常の有無を確認すること。 

 




